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規

則

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三
号

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規

則
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
五
項
を
附
則
第
二
十
六
項
と
し
、
附
則
第
二
十
四
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２５

第
二
条
第
二
項
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
年
度
分
の

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
又
は
免
除
さ
れ
た
こ
と
を

証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
に

定
め
る
額
を
負
担
し
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
を
有
効
期
限
と
す

る
パ
ス
の
発
行
を
受
け
た
者
が
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
を
有
効
期
間
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を
受
け

る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
前
年
度
分
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
元
年
度
分
又
は
令
和
二
年
度

分
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
八
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
三
九

雑
誌

gateau
com
ics

ち
ょ
っ
と
聞
い
て
よ
お
に

い
さ
ん

五
〇
六
九
二－

四
〇

株
式
会
社
一
迅
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。
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令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
江
戸
川
第
二
・

二
・
八
十
号
宇
喜
田
第
一
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

江
戸
川
区
宇
喜
田
町
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
号

令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
六
号
（
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ

ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
三
項
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る

者
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
十
五
号
（
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ

ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る

者
）
二
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
令
和
二
年
の
合
計
所
得
金

額
が
百
三
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
シ
ル

バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
に
定
め
る
額
を
負
担

し
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
を
有
効
期
限
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を

受
け
た
者
が
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

の
間
を
有
効
期
間
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る

二
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
中
「
令
和
二
年
の
合
計
所
得
金
額
が

百
三
十
五
万
円
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
元
年
の
合
計
所
得
金

額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
」
と
す
る
。

３

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
十
五
号
（
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ

ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る

者
）
附
則
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
告
示
二
に

よ
り
平
成
三
十
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
を
証
し
た
も
の
と
し
て
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
シ
ル
バ

ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
に
定
め
る
額
を
負
担
し
、

令
和
四
年
九
月
三
十
日
を
有
効
期
限
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を
受
け

た
者
が
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

を
有
効
期
間
と
す
る
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
二
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
二
中
「
令
和
二
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
三

十
五
万
円
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
年
の
合
計
所
得
金
額

が
百
二
十
五
万
円
以
下
」
と
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
に
関
す
る
令
和

四
管
理
年
度
（
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

特
定
水
産
資
源

の
名
称

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）
漁
船
等
漁

業

十
四
・
二
ト
ン

同
右

東
京
都
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）
定
置
漁
業

〇
・
五
ト
ン

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
底
立
て
は
え
縄
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
建
て
切
り
網
漁
業
（
神
津
島
村
銭
洲
地
先
海
面
に

お
い
て
た
か
べ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
制

限
措
置
を
定
め
た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起

業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業
（
神
津
島
村
銭
洲
地
先
海
面

に
お
い
て
た
か
べ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は

起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

北
品
川
四
谷

二

変
更
の
区
間

港
区
高
輪
三
丁
目
四
百
四
番
地
内
か
ら
同
所
四

百
六
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

エ
ク
ラ
シ
ア
宮
沢

昭
島
市
宮
沢
町
二
丁
目
三
十
九
番
三

十
四
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
公
職
の
候
補
者
が
個
人
演
説
会
、
候
補
者
届
出
政
党
が
政
党
演

説
会
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
政
党
等
演
説
会
を
開
催
で
き

る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
法
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

次
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し

て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

日
の
出
町
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

日
の
出
町

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
二
年
八
月
か
ら
令
和
四
年
二
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

日
の
出
町
（
大
字
大
久
野
の
一
部
）
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
大
久
野
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
四
年
六
月
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
七
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

品
川
シ
ー
サ
イ
ド
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
東
品
川
四
丁
目
十
二
番
四
号
ほ

か

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か
一

名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
ほ
か
十
四

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
ほ
か
十
五

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
未
来
屋
書
店
ほ
か
四
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六

番
地
（
株
式
会
社
未
来
屋
書
店
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

番
地
一
（
株
式
会
社
未
来
屋
書
店
）
ほ

か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

津
田

光
子
（
株
式
会
社
イ
オ
ン
ボ
デ

ィ
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

藤
田

紀
久
子
（
株
式
会
社
イ
オ
ン
ボ

デ
ィ
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
七
月
一
日
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十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

南
砂
町
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
Ｓ
Ｕ

Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｏ

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
新
砂
三
丁
目
四
番
三
十
一
号

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
ほ
か
四
十
九
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
ほ
か
四
十
九
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
ほ
か
七
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
白
金
台
三
丁
目
十
九
番
一
号
（
株

式
会
社
タ
オ
ル
美
術
館
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

新
宿
区
四
谷
四
丁
目
十
六
番
三
号
（
株

式
会
社
タ
オ
ル
美
術
館
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

近
澤

靖
英
（
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
）

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

西
峠

泰
男
（
株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
）

ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
五
月
十
二
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ア
ト
レ
品
川

二

店
舗
所
在
地

港
区
港
南
二
丁
目
十
八
番
一
号

三

設
置
者
名

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

四

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
カ
ム
ほ
か
十
四
名

五

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
カ
ム
ほ
か
十
三
名

六

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ウ
ェ
ル
カ
ム
ほ
か
一
名

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
四
番
十
一
号

（
株
式
会
社
ウ
ェ
ル
カ
ム
）

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

目
黒
区
碑
文
谷
五
丁
目
十
一
番
十
一
号

（
株
式
会
社
ウ
ェ
ル
カ
ム
）

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

迫

俊
亮
（
ミ
ニ
ッ
ト
・
ア
ジ
ア
・
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
株
式
会
社
）

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

財
津

伸
二
（
ミ
ニ
ッ
ト
・
ア
ジ
ア
・

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
株
式
会
社
）

十
一

変
更
日

令
和
四
年
一
月
二
十
四
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
四
年
七
月
五
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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